
平成２５年度第１回福祉体育館運営協議会会議録 

 

日 時  平成２５年６月１３日（木） 午後３時 

場 所  福祉体育館 会議室 

出 席 者  堀井典子会長、辰野勝五副会長、山田勇二委員、櫻井 鍾委員、 

相羽雅敏委員、中村香代子委員、平野浩委員、近藤譲委員、 

三浦史博委員、鈴木紳也委員、相羽弘次委員 

欠 席 者  加藤健一委員 

教 育 委 員 会  市野光信教育長 

事 務 局  樋口生涯学習課長、伊藤福祉体育館長、佐田中央児童館長、 

高木老人福祉センター所長（代理 加藤主事）、 

杉浦中央児童館副館長、栗田 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

事  務  局   ただいまより、平成２５年度第１回福祉体育館運営協議会を

開催いたします。本日の出席委員は委員１２名のうち、出席１

１名、欠席１名で過半数の出席者でありますので、会議は成立

することを報告いたします。 

まずはじめに、教育長よりあいさつをいたします。 

教 育 長  （あいさつ） 

事  務  局   本年度の役職交代等により、近藤譲様、三浦史博様、鈴木紳

也様の３名の方が新しく委員になられました。委員委嘱状につ

きましては、机上に配付させていただきましたのでよろしくお

願いします。なお任期につきましては、前任者の残任期間であ

る平成２６年３月３１日までとなります。 

   それでは次に、委員の紹介を行いたいと思います。新しい委

員の方も見えますので、会長より順番に自己紹介をお願いしま

す。 

        （あいさつ） 

事  務  局   それでは、会長よりごあいさつをお願いします。 



会 長  （あいさつ） 

事  務  局   これより以前ご要望のありました館内見学に参ります。 

        （館内見学） 

事 務 局   お疲れ様でした。 

         それではまず、お手元に配布しました、資料の確認をおこな

います。運営協議会次第と委員名簿、豊明市福祉体育館運営要

綱及び運営状況、続きまして議題（１）の２４年度事業報告は

体育館、中央児童館、老人センターとなっております。 

では、ただいまより議題に入りたいと思います。議事進行に

つきましては、豊明市福祉体育館運営要綱第３条第７項第２号

により、会長にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

会 長   それでは議題（１）の平成２４年度事業実績報告について事

務局より説明をお願いします。なお、質疑応答については、生

涯学習課スポーツ係・中央児童館・老人福祉センターの説明終

了後に行います。 

         それでは、生涯学習課スポーツ係より説明願います。 

事  務  局  （生涯学習課スポーツ係事業について伊藤館長より説明） 

会 長   続いて中央児童館より説明願います。 

事  務  局  （児童館事業について佐田館長より説明） 

会 長   続いて老人福祉センターより説明願います。 

事  務  局  （老人センター事業について加藤主事より説明） 

会 長   それぞれの説明が終わりましたので、質疑応答を行います。 

≪質疑応答≫ 

会 長   それでは、議題（１）平成２４年度事業実績報告について承

認を得たいと思います。承認いただける方は、挙手をお願いい

たします。 

≪挙手≫ 

会 長   全員賛成により議題（１）平成２４年度事業実績報告につい

ては承認されました。 

次に、議題（２）のその他ですが、何かありますでしょうか。 

事  務  局  （指定管理者制度について伊藤体育館長より説明） 



会 長   説明が終わりました。質問等はありますでしょうか。 

委 員   福祉体育館を指定管理者制度にするというのは決定でしょ

うか。 

事  務  局   決定です。 

会 長   ほかに何かありますでしょうか。なんでも結構です。 

委 員   老人福祉センターのお風呂は、どんな設備がありますか。水

質検査等は行っていますか。 

事  務  局   浴槽は１５人程度が入れるもので、設備は普通です。シャン

プー等は備えていません。水質検査については、毎日湯を張り

替えているため、途中では行ったりはしていません。不測の事

態があった場合には、お風呂の中止等の措置を取っています。 

委 員   体育館窓口で、挨拶をいただけないことがあるので、接客業

務として気をつけてほしい。 

事  務  局   気をつけます。 

会 長   他にご意見等があれば、次回３月に会議がありますのでまた

お願いします。 

それでは、これにて閉会とさせていただきます。長時間お疲

れ様でした。 



生涯学習課スポーツ係関連質問 

 

なし 

 

 

 

老人福祉センター関連質問  

 

質問：いきいきサービスの利用者年齢で、最高９４歳とあるが、この年齢で介護

保険を利用していないということでしょうか。  

回答：要介護状態への進行を防止するため、現在介護保険を利用していない方が

利用する事業ですので、そういうことになります。  

 

質問：高齢者趣味教室の「遊びり」とは、何をする教室なのですか。参加者も大

変多いようですが。  

回答：いろいろなゲームや、体を使ったレクリエーションを行う教室です。技術

等の必要がなく、誰でも参加できるものなので参加者が多いようです。  

 

質問：いきいきサービス事業とふれあいサロンは別の事業ですか。  

回答：ふれあいサロンは、社会福祉協議会が行っている、地域のボランティアが

中心となり、高齢者の交流の場を提供している事業です。いきいきサー

ビス事業は介護予防を目的とした市の事業になりますので、別の事業に

なります。  

 

 

 

中央児童館関連質問 

 

 なし 


